
 

 

委 託 契 約 書 （ 単 価 契 約 ）（ 案 ）  

 

 

１ 委託業務名    広島市介護予防・日常生活支援総合事業における 

短期集中運動型デイサービス業務 

 

２ 履行場所     事業所名  

所 在 地  

 

３ 委託期間     令和８年 月 日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 委託契約金額   利用者一人につき区分ごとに別紙のとおりとする。 

※本委託業務は、平成２７年３月３１日厚生労働省告示第２３４

号に基づき、非課税とする。 

 

５ 契約保証金        免除（広島市契約規則第３１条第７号の規定による） 

 

６ その他の契約事項  広島市委託契約約款のとおり。 

 

７ 特約事項     なし 

 

８ 適用除外条項   なし 

 

９ 管轄裁判所        広島地方裁判所 

 

 

 

上記内容のとおり、広島市を発注者、≪受注者団体名≫を受注者として、この契約を締

結するものとし、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

      令和８年 月 日 

 

発注者  広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

広  島  市 

代表者  広島市長  松井 一實 

 

 

受注者  

 

 

 

 

 



 

 

（別表） 

 

 

単 価 票 

 

業務名：広島市介護予防・日常生活支援総合事業における 

短期集中運動型デイサービス業務 

 

 

区   分 算定単位 委託金額 

 

 

 

１クール目 

利用開始から 

３か月間 

基礎運営費 １回  ４，５００円 

口腔機能向上プログラムの

実施に係る加算 
１回 ７２０円 

送迎サ－ビスの提供に係る

加算 

１回（片道利用） ４５０円 

１回（往復利用） ９００円 

２クール目 

（１クール目の終了月の翌月から３か月間） 
１か月 １４，５８０円 

卒業加算 ７，９３９円 

 

 

 

 


